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広島高速道路公社用地測量等業務入札契約取扱要領 

 

（平成１５年９月１６日） 

〔沿革〕平成２６年１１月１４日改正 

令和５年 ３月２９日 総務部長通達第２４号改正 

 

 

（趣旨） 

第１条  広島高速道路公社が発注する用地測量等業務（以下「用地測量等業務」という。）の入札及

び契約を行う場合の取扱については、広島高速道路公社会計規程（平成９年広島高速道路公社規程

第８号。以下「規程」という。）及び広島高速道路公社契約細則（平成９年広島高速道路公社細則

第４号。以下「細則」という。）等、別に定めるところによるほか、この要領の定めるところによ

る。 

（定義） 

第２条  この要領において用地測量等業務とは、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は

家屋に関する調査又は測量等で、その業務範囲は概ね次のとおりとする。 

(１)  調査業務 

資料調査（公簿類、地図類、図面類）、現地調査（事前調査）、多角測量、復元測量、画地調

整、民有地境界立会、公共用地境界立会 

(２)  測量業務 

面積測量、境界標設置 

(３)  書類の作成 

官民境界確認書、民々境界確認書、分筆所在（地形）図、分筆図面、現地調査書 

(４)  その他 

調印業務 

（競争入札の実施） 

第３条  用地測量等業務に係る契約を締結しようとするときは、一般競争入札又は指名競争入札に付す

るものとする。ただし、規程第７３条第１項ただし書き及び細則１９条に該当するときは、随意契約

の方法によることができる。 

（入札条件の設定又は指名業者の選定） 

第４条  入札条件の設定又は指名業者の選定にあたっては、次の各号により設定又は選定するものとす

る。 

(１)  広島県土地家屋調査士会に所属している者であること。 

(２)  広島市の競争入札参加資格者名簿（登録種目：司法書士、土地家屋調査士への依頼）に登録

された土地家屋調査士（法人を含む。）であること。 

（入札保証金） 

第５条  入札保証金については、規程第７５条第１項第２号の規定を適用し納付を免除する。 

（その他） 

第６条  広島高速道路公社競争入札等執行委員会での審議、契約保証金の取扱、入札契約情報の公開等

については他の業務委託契約と同様に取扱う。 
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附  則 

この取扱は、平成１５年１０月１日から施行する。 

附  則 

この取扱は、平成２６年１１月１４日から施行する。 

附 則 

この通達は、令和５年４月１日から施行する。 


